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1月17日の午前5時46分に阪神・淡路地域を襲った地震は、私たちのこれまでの経験や

知識、理解をはるかに越えるものでした。

しかしその日がほんのはじまりでしかなかったことは、震災から 1年が経過し 2回目の

春を迎えようとするに至っても、仮設での弧独死が後を絶たない事実を指摘するまでもあ

リません。

それは市職労にとっても、これまでに経験したことのない闘いの幕開けとなリました。

これからの記録は、 1月17日以後欠かさずメモをとり続けた組合書記局の、そして市職

労の3か月間の闘いの記録です。

1月17日の未明に阪神 ・淡路地域を襲った地簾

は、 1000名を超える市民の命を奪いました。その

中には組合員 3名を含む4名の職員の犠牲があり

ました。

また職員の家屋の被害状況は

〈9/1現在の自治振興会の見舞金支給件数〉

全 壊 1半 壊 I 一部損壊 I合 計

669件 7641牛 I1, 9331牛 I3, 3661牛

（※申請件数には夫婦及び親子等の複数申請含む）

で、そのうち組合員の被害状況は

〈9/ 1現在の自治労連共済の見舞金支給件数〉

全 壊 1半 壊 I一部損壊 1合 計

459件 530件 I1, 13s件 I2, 127件

（※申請件数には夫婦及び親子等の複数申請含む）

と、申請件数にも現れているように、 組合員・職員

及び家族は裳災により多大な被害を受けたのです。

震災直後から、すべての組合役員が自らの被害を

かえりみず、昼夜を分かたず続けられる救援・復

1日活動に寝食を忘れて取り組んでいるなか、市職

羞

労は書記局を終日開局し、組合員からの問い合わ

せへの対応や情報の収集、また当局との窓口とし

て、そして全国の自治体の仲間から次々と寄せら

れる支援の受け入れにと、全力で奮闘しました。

また、各職場では 1月17日以来、文字どおり不

眠不休の救援活動が続いていましたが、市職労は、

職員 ・市民の安全を守る立場から、いち早く 1月

20日（金）には本庁舎の6階以上への立ち入りを

禁止し安全性の調査をせよ、と当局に申し入れま

した。また、 1月22日（日）には職員の安否確認

や食事の提供などでも申し入れました。

市職労は、 1月24日（火）以来、毎週本部執行

委員と職場支部執行委員合同の「対策会議」を開

催し、情報を収集し、その都度、市民の救援と職

員の安全と健康を守るために、当局への申し入れ

を繰り返し行ってきました。

くこれまでの経過〉

1月17日（火）

・午前9時書記局の電話復旧
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以降書記局を終日開局し、全国からの支援の受

け入れと組合員からの問い合わせ等に対応

・市職労の宣伝カーを午後から市の広報車とし

て利用。市民に避難場所と救援物資のお知らせ

に回る。

1月18日 （水）

・書記局FAX復1日

・米原町職より物資救援の申し出あり、水とパ

ンを求める。

• 長崎市従、）1 |西市職、兵庫労連、岡山県笠岡

市職労、全動労より激励電話が入る。

・自治労連中央、大阪自治労連、近畿ブロック

から代表が来局。カンパが届けられる。

• 連合通信来局。

1月19日 （木）

・自治労連中央に、 「緊急支援のお願い」を兵

庫自治労連執行委員長と西宮市職労執行委員長

連名で発信する。

・労金西宮支店より店長他3名来局。西宮支店

は倒壊しているとのこと。

・全動労来局。

・大阪自治労連より、明日トラック 1台分の物

資搬送の連絡あり。

・連合通信より 2名来局。日本機関紙協会大阪

府本部より来局、取材。

・米原町職より物資到着。

・氷可衛労、自治労連婦人部より激励電話入る。

1月20日（金）

・兵庫自治労連書記局を片付ける。

．庁舎の安全管理について当局に口頭で申し入

日日榊桝底""9-

れ。

01月20日（金）付口頭申し入れ

6~8階までを完全立ち入り禁止にし、庁

舎の安全性について早急に調査せよ。

・機関紙協会京滋地本、京都自治労連代表来局。

・氷可衛労より救援物資届けられる。

・大阪府職労・羽曳野病院支部より物資搬入。

・尼崎市職労書記長、自治労連委員長来局。

1月21日 （土）

・半田市職労、宇治市職労より激励ファックス

入る。

・兵庫機関紙協会より連絡入る。

・大阪市労組より物資届けられる。

・御坊市職労委員長、自治労連婦人部長来局。

1月22日 （日）

• 本庁で救援業務についている本部役員を訪問、

それぞれの救援活動内容を事情聴取し、その内

容をふまえ、当局に 2項目を口頭で申し入れす

る。

〇浜崎執行委員長（住宅計画課）…仮設の受付

を市民会館で23日から始める準備をしている。

市内29カ所に設置の予定。戸数 1万 7千戸に対

し、当局1、290戸建設で、圧倒的に足らない状

況だ。

〇宮垣副委員長（環境衛生課） …移動便所の消

毒や、 ドライアイスの配送、火葬場からの骨壷

の搬送を担当している。遺体は、各避難所から

棺桶に入れて業務4種の トラックで市内の火葬

△ 



場へ搬送している。火葬を終えると、骨壷を市

民会館の遺骨安置所に搬送する。

〇坂副委員長 （市街地建築課） ・・・危険家屋の調

査を担当している。市民からの家屋に関するあら

ゆる問い合わせに応対している。

〇蔵本会計委員（納税課） …税務は食料 ・医療

品以外の受け入れと避難所への搬送を担当して

いる。個人の差し入れ窓口も設置した。物資の

搬送に追われている。

〇杉浦執行委員（年金課） …避難場所への食料

・医療品の搬送をしている。市民部は一部職員

で日常の窓口業務をしながら、搬送業務にほと

んどが従事している。

〇伊藤執行委員（厚生課）…ケースの状況を調

査し、対策をとっている。担当ケースの 9割近

くが家屋に損壊を受けてる。死亡者も多い。

〇古結執行委員（土木調査課）…災害対策本部

に詰めている。

〇納岡執行委員（区画整理課）… ク

市民からのあらゆる問い合わせに対し、それぞ

れ担当部署への采配をしている。

〇畦布特別執行委員（消費者センター） …食料

の避難所への手配を担当している。避難者の約

3万3千食を毎度毎度手配している。徹夜職員

に弁当を出すよう申し入れてもらいたい。

01月22日（水）付申し入れ＝口頭申し入れ＝

1.職員の安否を早急に 1人残らず掌握する

こと。

2.徹夜での従事者に確実に食事を提供する

△ 

ことは勿論のこと、交代要員の配置など、

職員の健康への対策をとること。

・大東市職労よりメッセージ付きの栄整ドリン

ク届けられる。

・大阪機関紙協会の共同取材陣が来局。

・交野市職労、京都自治労連委員長、和歌山自

治労連、大阪市役所労組来局。

1月23日 （月）

・自治労連対策本部ニュースを転載した市職労

ニュース（号外2号）を本庁役員に配布し、状

況集約すると同時に、 24日午後6時から市職労

として（本部・職員支部執行委員）の対策会議

開催を伝える。

・教委総務課長に教委メールの早期開始を口頭

で申し入れる。

• 生協売店の早期開店を店長に口頭で申し入れ

る。

• 各支部・分会に組合員の安否確認を依頼する。

・教委当局から職員の安否情報を受け取る。

・姫路市職労より激励の電話あり。

・小金井市職労より炊き出しに来西するとの連

絡あり。

1月24日 （火）

• 生協担当補佐に再度生協売店の早期開店を申

し入れたところ、開店するとの報告があり、西

宮市職労号外への掲載を依頼される。

・号外3号を本庁職員に配布、申し入れ内容と、

生協売店の情報を伝える。

・再度申し入れ内容に基づき、職員課長に催促



する。毎日 2回局長会議を開いているので、申

し入れ内容は各局長に伝えられたはずとの返事。

• 第14回執行委

・京都府職労来局

1月25日 （水）

・当局に第2次申し入れをする。

01月25日（水）付申し入れ

1995年 1月25日

西宮市長馬場順三 様

西宮市教育長山田知様

西宮市職員労働組合

執行委員長浜崎克巳

「阪神大震災」の救援活動に関する申し入れ

（第二次申し入れ）

1月17日に発生した「阪神大震災」は、死

亡者が被災地全体で5千名を越え、西宮市で

は千名を越える大惨事となりました。こうし

たなかで、市職員は家屋が全 ・半壊したり、

あるいは親族に犠牲者があるにもかかわらず、

自らのことや家族のことは脇において市民の

救援作業に不眠不休で従事しています。

しかし災害復旧が長期にわたる見通しから

も、これまでの緊急避難的対応から市行政と

して統制のとれた市民救済対策へ切り換える

時期にもなっています。市あげての効果的な

対策が求められています。

つきましては、先に口頭で申し入れた2項

目に続き、第2次として下記の項目で申 し入

△ 

9-

れますc

1. すべての部署の職員が、市民からのあら

ゆる問い合わせに正確に対処できるよう、

これまでの決定事項を文書で徹底すること。

また今後の局長会議をは じめとするすべて

の対策会議での新たな協議 ・決定内容を、

当局責任で全職員に文書で周知徹底するこ

と。

また、第一線で市民と直接対応している

職員からの情報を収集し、それぞれの対策

会議に反映させること。

2. 2次災害を防止するため、対策本部の設

置されている本庁舎や仮設住宅の受付をし

ている市民会館はもとより 、中央病院や各

避難所など、市民や職員が終日避難生活や

仕事や出入りをしている建物が安全かどう

かの診断を優先させ、早急に調査し、対策

をとること。

3.市内に家屋調査などで出動する職員の 2

次災害を防ぐために、全員にヘルメットを

支給すること。また防寒対策のための防寒

具も全員に支給すること。

4.現在、職員は土曜日も日曜も返上して救

援活動に従事しているが、当面、最低週i
回の 「勤務を要しない日」を、職員にロー

テーションで与えること。また徹夜勤務し

た職員に、最低1日単位の休息を与えるこ

と。

5.災害復旧が長期にわたることから、近隣

自治体はもとより全国の自治体に、当局か



ら正式な復旧作業の応援職員の派遣を要請

すること。

以上 5項目を第2次として申し入れます。

なお、第 1次で申し入れた2項目についても、

まだ対応が不十分です。早急に対策をとるよ

う重ねて申し入れます。

・教委総務課長にメール復1日を再度申し入れる。

・医療支部支部長から病院全組合員の状況アン

ケートを開始すると連絡あり。

・自治労連中執とと もに、 当局としての各自治

体への支援要請をするよう申し入れたが、人事

部長は、市として今の段階では出来ないとの返

事c

・業務2課の事務所が西へ、運転手室は東に傾

いていることを確認。

1月26日 （木）

・教委総務課長に、 「グリ ーンバックは 2日目

から動いている、教委もメール復旧を」と再度

申し入れる。

・6~8階職場でローテーション体制がまだと

られていないとの報告あり。

・職員課長に局長会議に出したのか確認すると、

口頭では報告されているとのこと。文書で申し

入れ内容を局長会議に示し、徹底するよう求め

る。

・守口市職労、城隔市職労、京都自治労連、都

職労来局。

1月27日（金）

・職員支部執行委員から職員にトマトの差し入

△ 

れをするとの申し出あり。

・各職場からの声を集約し、組合が申し入れて

いる内容について折衝。改めて第3次の申し入

れを口頭でする。

〈各職場の声〉

〇職員が過労で倒れた。公民館9館がすべて

避難所になっていて、社会教育課の応援2名

と職員 ・嘱託で昼夜2交替。夜勤の職員に仮

眠させよ。人手が足りないのに、アルバイト

を自宅待機にしたのはおかしい。 （鳴尾公民

館）

0本庁舎の安全性について知りたい。 （情報

システム課）

〇通勤車を緊急車両にしてほしい。 （市民税

課）

〇夜勤明けを非番とせよ。 （資産税課）

〇仮眠場所を確保してほしい。 （福祉局）

〇ローテーションを組んだ。徹夜明けは休み

になっているが、それは休息日であって、も

う1日休日がほしい。

〇神戸市在住で子供を保育所に預けられず、

出勤できず困っている。保母の休暇は年休処

理との喩が流れている。 （浜脇保育所）

〇職員2名で避難所を切り回している。交替

要員がほしい。 （教育会館）

〇神戸在住者に遅刻の配慮を。 （資産税課）

02日に 1回の泊まり。昼勤務も夜 l0時ま

で。 （中央体育館）

0くにみ荘を家が神戸で帰れない職員の宿泊

所にしてほしい。 （厚生課）
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職員厚生課に問い合わせると、くにみ荘

は厚生省の医療団が当初より入っていると

のこと。

「甲山青年の家」・・・避難所になる予定だが、

今は開いている。

「県立体育館」・・・水道局の応援部隊の宿泊所

になっている。

「仁川ハイツ」 …地震のため休業している。

〇嘱託の調理員さんを職員と同じ扱いにすべ

きだ。すでにボランティアで学校で頑張って

いる人もいる。 （学校職員）

01月27日（金）付申し入れ＝口頭申し入れ＝

※ 

1.長距離通勤者のために宿泊場所を確保し、

送迎用のマイクロバスを手配すること。ま

た、それぞれの部署の夜勤者に仮眠場所を

確保すること。

2.職員の勤務の取り扱い ・（職免など）につ

いて統一した方針を至急に出せ。その際、

職員の出勤については硬直的な取り扱いを

せず、職員の実態を正確に把握した対応す

ること。

3.避難所担当者をはじめ、 一部の職員に負

担がかからないよう、全庁的な応援体制を

とること。

4.アルバイトや嘱託職員にも希望者には出

勤してもらい、全庁的な応援態勢をとるこ

と。またこの間の出勤の取り扱いは正規職

員と同様の扱いとすること。

5.ボランティアの方に、食事や仮眠時間 ・

馴 州臼欝紳一

場所をきっちり提供すること。

・自治労連公企評議会議長、東大阪市職労、

治体の仲間編集長、自治労連書記長来局。

01月27日付・通知文

自

各局長

平成 7年 1月27日

殿

総務局長

職員の勤務体制について

兵庫県南部地震の発生以来10日が経過し

ようとしていますが、各職員におかれては、

徹夜勤務の連続等により、疲労も相当蓄積し

ているものと思われます。災害救援業務は、

今後とも長期にわたって続くものと予想され

ますので、今後の継続的な災害復旧事業など

に支障を生じさせないためにも、各職員の健

康状態に配慮する必要があります。

従って、職員の執務形態を今一度見直し、

ローテーション体制をとるなどにより各職員

に対し適宜休息日を付与するなど、職員の勤

務体制の整備に努めていただくようお願いし

ます。

以 上

1月28日（土）

・職員課長から職員会館5階を住宅部で使いた

いので了解をと申し出あり。

・書記局で西宮 ・尼崎の旅館を調査し、その結

△ 



果をもって職員課長に職員の夜勤明けなどの宿

舎を用意することを条件に、職員会館は認める

と答える。

・管財課長に地下 1階の搬送業務で、排気ガス

がすごく、ボランティアの健康上問題だ。強制

排出の手だてを取るよう申し入れる。

•その後、管財課長から排気装置が半分しか稼

働していなかったので修理して、それでも足り

なければ対策をとると連絡あり 。

・職員課長より庁舎内で仮眠・宿泊場所を確保

する方向なので、場所は後ほど連絡するので、

とりあえず職員会館使用の了解をと申し出あり。

・トマト3,300個届く 。夕食時に職員・ボラン

ティア・消防職員に差し入れする。

・人事部長に、組合として宿を確保したと伝え、

振興会が押さえるのがすじだが、とりあえず組

合立替で取り組むことを通告した。

・人事課長に職員用の情報文書を組合にも渡す

よう求め、了解を得る。その折り、職員の安否

については、 27日の時点で100％掌握したと報

告あり。

・京都府城隔市職労、大阪保育運動連絡会会長

来局。

1月29日（日）

・小金井市職労が到着、市へ義援金を届ける。

神原小でのボランティアを紹介する。

・泉佐野市職労より差し入れ。

・中病組合員より、住宅に関する法律相談あり。

・向日市職労、福知山市労連来局。

1月30日 （月）

△ 

・法律相談の件で、大阪民法協との協力で出張

法律相談をする方向で要請を受けるので、連絡

をと電話あり。

・当局（人事部長・人事課長 ・職員課長）に再

度申し入れる。

① リフレッシュ休暇・指定休の取り扱い…

当面期限延長

② 「申し入れ」の庁舎の安全確認

③ 職員への宿の提供…庁舎の安全未確認の

なかで、その場所を庁舎内に設けるなと主

張。

④ 本部役員が組合活動に専念できるよう、

必要な時間職専免を与えること。

⑤ 自治労連の救援部隊が連日入っているが、

中 ・長期にわたる救援活動に自治体へ市と

しての要請をせよ。

・保育所に人事課長名の特別休暇の文書が回っ

ているとの連絡あり。

・保育課長に確認したところ、その通りだ、具

体的に個々の事例に保育課として答える体制を

とっているとのこと。人事課長に連絡つかない

ため、保育課長にFAXを求め、文書を手に入

れる。

01月30日 （月） 付申 し入れ＝口頭申し入れ＝

「特別休暇などの取り扱いについて」の文

書が組合との合意なく保育所職場に回ってい

る。通知文を凍結せよ。

・人事課長より人事のミスで訂正前の文書が回っ



てしまった。早急に回収し、訂正する。深くお

詫びするとの電話あり 。

・管財課に安全度の申し入れについて確認した。

管財課長… 「専門家による調査は行ったが、

今のところ結論が出ていない」

組合… 「今はっきりと安全だと結論が出ない

限り、危ないとの立場で、記者発表する」

と返答。

1月30日付．見解〈管財課〉

本庁舎のオ員像の状況について専門業者及び

本庁舎の設計業者に調査を依頼し、安全性に

ついての見解を求めている。 （目視及び設計

図面に基づく）

最終報告は、 一両日中に出る見込みである

が、現時点における市当局の判断として、 5

F以下の建物は安全であるとの認識のもとに、

職員及びボランティアの方々などに業務に従

事してもらっている。

なお、 6F~8Fについては、相当いたん

でいるので、安全上からも、また、建物への

荷重軽減上からも、立ち入りを禁止している

ものである。

・京都自治労連・加茂町職より救援物資届く 。

・全労連代表団が西宮へ義援金を届ける。

1月31日 （火）

・人事課長より、保育課の件は、まだゴーサイ

ンが出ていないのに保育課の求めに手違いが出

てしまった。特別休暇は組合として了解だと思っ

△ 

'＂ ：ヽ

ていた。とにかく白紙に戻すと連絡あり、その

後、人事課長より組合と早急に詰めたいとの連

絡あり。

．嘱調組の教委への申し入れに同行する。

・人事課長より職員の消息結果についての文書

届けられる。

• 第 15回執行委

2月1日 （水）

・人事課長よ り、 31日の組合申し入れによって

訂正した「特休」の文書がFAXで送信される。

01月30日付・通知文

平成 7年1月30日

各所属長殿

人事課長

今回の震災に係る特別休暇などの

取扱いについて（通知）

今回の裳災に係る特別休暇などの取扱いを

下記の通り定めましたので、通知します。

記

1.特別休暇について

(1) 特別休暇の認定基準について

1月17日については、今回の震災に係

る何らかの理由により出勤できなくなっ

た場合は、特別休暇を認めるものとし、

同月18日以降については、次の各項の場

合に限り 、それぞれ次の各項に定める期

間について、特別休暇を認めるものとす

る。



、r,

① 職員又は同居の親族に対して、生命

又は身体の危険が急迫している場合。

・職員又は同居の親族が、その急迫し

ている危険から逃れるのに必要な期

間（時間）

② 職員の住居が全壊 ・半壊その他著し

い損偽を受け、そのために職員若しく

は同居の親族又は近隣に対する危険が

急迫している場合。

•その危険を除去するための応急措置

に必要な期間 （時間）又は職員及び

同居の親族が安全な場所に避難する

のに必要な期間（時間）

③ 交通機関の途絶え又は遠隔地への避

難により通勤に支障が生じた場合。

•あらゆる手段を用いて出勤すべきも

のであるが、通常の手段以外の方法

で通勤することにより通勤時間が増

加した場合は、その増加した時間を

特別休暇とすることが出来る。ただ

し、できる限り勤務開始時間に間に

合うように通勤することを原則とす

る。

例外

1の①、②に該当する場合であっても、

当該職員自身がこれらの応急措置をする

必要がないと認められる場合には、特別

休暇を認めない。

(3) 処理

今回の震災に係る特別休暇に限り、通

(2) 

常の休暇処理 （休暇処理票による申請、

理由書の添付、人事課合議）を行わず、

別添の「兵庫県南部地震に係る特別休暇

処理票」により、月ごとに一括処理する

ものとする。

月ごとの 「処理票」は、その写しを毎

月の勤務状況報告書の提出期限までに、

人事課に提出すること。

2.忌引休暇について

忌引休暇の期間を算定する際の基準とな

る 「死亡した事実を知った日時」の認定に

ついては、 一律に 1月17日とはせず、 当該

職員が実際に当該親族の死亡した事実を確

認した日とする。

例えば、行方不明になっていた親族につ

いて、後日死亡が確認された場合は、その

確認された日時をもって「死亡した事実を

知った日時」とする。

以 上

各所属長 殿

平成7年 1月30日

(1995年）

人事課長

兵庫県南部地震における災害対策業務

に係る超過勤務手当及び特殊勤務手当

の事務処理について （依頼）

1月17日に発生した兵庫県南部地震の災害

△ 



対策業務に従事した職員の超過勤務手当及び

特殊勤務手当については下記により事務処理

して下さるよう通知致します。

記

1.災害対策業務時間

1月17日 5:46からとする。

2.超過勤務手当等の処理

災害対策業務に係る超過勤務については

通常分 (1月1日～31日に行われた通常業

務に係る超過勤務）と区分して処理するこ

ととし、 1月17日5:46以降の勤務時間外の

間において災害対策業務に従事した時間と

する。

したがって、2月6日に提出していただ

く超過勤務•特殊勤務実績報告については、

通常分と災害分（報告書左上に“災害”と

記載）および年始特勤の3葉になる。

3.特殊勤務手当の処理

災害対策業務に係る特殊勤務手当の取扱

については、検討中ですので今回は提出の

必要はありません。

4.代休、振替について

勤務を要しない日に災害対策業務に従事

した場合の代休、振替の取扱については従

前どおりとする。

5.提出期限等

(1) 災害対策業務に係る超過勤務命令簿兼

特殊勤務命令簿（個人票）のコピー（原

本は各総括担当課で保管して下さい） 。

(2) 超過勤務•特殊勤務実績報告書（災害

△ 

“ -

分）。

(3) 上記(lX2)を通常分と一緒に 2月6日

（月） 〔期限厳守〕までに人事課へ提出

して下さい。

6.事務処理の留意事項

別紙のとおり 。

02月 1日付 ・通知

平成7 (1995)年 2月1日

各所属長殿

人事課長

嘱託職員・臨時職員に対する特別休暇

の取扱いについて（通知）

今回の震災に係る嘱託職員・臨時職員の特

別休暇の取扱いについて、下記のとおり定め

ましたので通知します。

記

1.特別休暇の認定基準について

1月17日については、今回の震災に係る

何らかの理由により出勤できなくなった場

合は、特別休暇を認めるものと し、同月18

日以降については、年次休暇によらない場

合で、次の各項の場合に限り、それぞれ次

の各項に定める期間について、特別休暇を

認めるものとする。

ただし、この18日以降の特別休暇につい

ては無休とする。

① 職員又は同居の親族に対して、生命又



は身体の危険が急迫している場合

・職員又は同居の親族が、その急迫して

いる危険から逃れるのに必要な期間

（時間）

② 職員の住居が全壊 ・半壊その他著しい

損傷を受け、そのために職員若しくは同

居の親族又は近隣に対する危険が急迫し

ている場合

• その危険を除去するための応急措置に

必要な期間（時間）又は職員および同

居の親族が安全な場所に避難するのに

必要な期間（時間）

③ 交通機関の途絶又は遠隔地への避難に

より通勤に支障が生じた場合

• あらゆる手段を用いて出勤すべきもの

であるが、通常の手段以外の方法で通

勤することにより通勤時間が増加した

場合は、その増加した時間を特別休暇

とすることができる。ただし、できる

限り勤務開始時間に間に合うように通

勤することを原則とする。

・自治労連対策本部に建物審査の専門家派遣を

要請する。

・自治労連中央から

京都大学助手（工学博士）片方信也氏および

「新建築家技術者集団」の紹介を受ける。

・老人ホーム労組承認は、 2月6日の兵庫自治

労連執行委で承認し、 2月15日の自治労連臨時

大会で決定する予定とのこと。

△ 

．庁舎の安全問趣で当局と協議

当局（人事部長 ・建築部長・管財課長）

当局…日本建築総合試験所 ・ 山下設計 • 竹中工

務店が、裳災の翌日 3名調査に入った。

それぞれからメモ程度の見解をもらい、

それに碁づくのが今回の市の見解だ。

02月 1日付．見解く管財課〉

本庁舎被害状況調査報告

本調査は日本建築総合試験所の現地調査と、

竹中工務店および山下設計の見解を加え、市

としてまとめたものである。

1.被害状況

今回の地震の被害状況としては

① 高層棟の6~8階に被害が著しく、特

に7階に被害が集中している。

② 5階以下は5階の柱の 1本に損偏が見

られる。

2.調査所見

① 5階は、柱を補強することにより使用

可能となる。

② 6階以上は危険な状態であるが、特に

7階は補強・補修が困難である。

3. 緊急的対策

緊急的対策としては以下のことを順次行う。

① 6階以上は、緊急時以外、立ち入り禁

止とする（すでに実施済） 。

② 6階以上の載荷荷重を減らす（職員の

出入りのため仮設の補強剤などを設置し



て、書類等は下ろす） 。

③ 5階の損傷している柱を補強する。

④ 6階以上の構造体を応急的に補強し、

当面の安定性を確保する。

⑤ 5階以下を使用するため壁などのき裂

を応急的に補強 ・補修を行う 。

4. 当面の事務室対策 (6・ 7 ・ 8階部分）

当局…印鑑を押した正式な書類は出ていない

し、出るには時間がかかる。

組合… 3者のメ モを出せ。約束が違う。議員

から言えば出すのか。

組合として調査団を投入するので、市

として図面などの資料提供で協力せよ。

当初、 7階で平常勤務を命じた者がい

る。責任問題だ。

市の技術職員が危ないと口をそろえて

いっている。

組合としての調査を受けられないと言

うなら、市長にも会わせろ。

拒絶するなら、マスコミに内部告発す

ることも含め、首をかけて闘う。

・自治労連現地対策本部 ・兵庫自治労連の申し

入れに市職労も参加。

当局…市長・秘書課長が応対

10分程度の応対。 「聞き取り調査結果はあり

がたい。避難所のことは教委にまかせてあるの

で、伝える。義援金については、県でプールし、

後で市に配分すると聞いている。」

・広報課に広報誌の発行を確認したところ、2/3

△ 

置馴` 璽鳳． 9 : 

に発行すると返事あり 。

《参考〉

人事課・地方課・人事委員会扱い

事務連絡
平成7年2月1日

自治省公務貝課

兵庫県南部地震に係る人的支援の

際の取扱いについて

兵庫県南部地震に係る支援につきまして：

は、各地方公共団体に対し、防災担当、消：

防、医療、水道関係職員をはじめ幅広い職；

種にわたる人的支援について特段の協力方'

をお願いしているところであります。これ

に関連して、地方公共団体が災害応急対策な ：

どに係る人的支援のための職員を派遣する際 {

の取扱いにつきましては、既に一部の地方公：

［共団体において、当該団体に設置された支援[

，対策本部の決定又は支援対策の実施に係る決：

定などに基づき、当該団体の職員を職務命令 ：

で派遣する取扱い（公務出張）がとられてい ：

るところであり 、当課としましても、このよ

うな地方公共団体の対応は適当と考えており

ますので、この旨参考までに連絡します。な：

お、地方公共団体が被災地域への応援に要し：

た財政負担につきましては、特別交付税その＇

他の他の適切な財政措置により配慮していく

：考えである旨、自治大臣が国会において表明

；しているところであり、あわせて申し添えま



す。

地方公共団体におかれては、これらの点も

：ふまえながら、地方公共団体職員による人的

:支援の実施について適切に対応されますよう

；お願いします。

； あわせて、この旨管下市区町村に連絡願い

：ます。

•. ...... ........... .... . ... . ................ . ....... .. .. ..... . . . . . ...・・ ・ ・ ・

2月2日 （木）

・人事部長より建物調査団を受け入れるとの返

事あり。市として十分な対応はできないが宜し

くとのこと。

・片方先生に市の見解を FAX。

・片方先生から2/3にレオ建築設計研究所と一

緒に調査に入るとTELあり 。人事部長にその

旨伝える。

・教委総務部長に、現地対策本部長代理と避難

所に夜間常駐する自治労連の部隊を受け入れる

よう申し入れる。

・近江八幡市労連、自治労長岡市職労来局。

02月2日付 ・通知

2月4日（土）、 5日（日）の取扱いについ

て

1.災害業務については現状どおり対応する。

このため、動員者も含めローテーション

に当たっている職員は出勤。

2.窓口業務については開庁対応したい (4

. 5共）

△ 

ただし、件数が1/2-1/3に減となるの

で、職員の出勤は事務に支障のない範囲に

絞って欲しい。

3.その他の職員については、各課で必要最

小限の保安要員を残し自宅待機としたい。

以上のことについて職員に周知徹底して

もらいたい。

2月3日 （金）

・学校職場に訂正前の 「特休」文書が回ってい

るとの報告あり。

・教委人事課長は知らなかったようで、訂正を

求めた。

後刻、教委人事課長から、 学校現場は混乱し

ているので新文書は配らずに口頭訂正をしてい

ると報告あり 。

・市民課組合員から、本庁が寒いので何とかし

てと申し 出あり、管財課に口頭で申 し入れる。

02月3日 （金） 付申し入れ＝管財課に口頭申

し入れ＝

本庁の暖房装置を使用できるよう年急に復

旧工事をするべきだが、6階以上が損壊し て

いるし、装置や通管の状態が管財の言うとお

りで、復旧の見込みがたたないと言うこと・なら、

仮設の暖房機の設置など、それに代わる何ら

かの代替の対策を早急にとること。

・片方先生と調査に入る（レオ建築設計研究所

2名）。



• 本庁前で学校支部の応援を受け、炊き出しを

する（ラーメン400食）。

・拡大4役 ・専従会議開く

ー協議内容一

① 労安による臨時健康診断の実施について

② 学校職員などによる避難所の管理について

③ 靱託 ・臨職の特別休暇の取扱いについて

④ 本庁舎の安全問題ー調査団の結果について

⑤ 本庁の暖房についての当局への申し入れ内

容

⑥ 職員用の休息 ・宿泊場所として、議会棟の

議員控室を準備することについて

⑦ 携帯ボンベ1万本が自治労連から差し入れ

られる件について

⑧ 自治労連からの弔慰金の支給について

⑨ 風呂券の取扱いについて

2月4日 （土）

・中央体育館から「特休」処理について問い合

わせあり。

・教委人事課長に、いまだに「特休」が訂正文

書で徹底がされていない旨伝え、訂正文を職場

に下ろすと共に、正しい処理をするよう申し入

れる。

• 新居浜から携帯ボンベと衣類などの救援物資

が届く 。

・滋賀自治労連執行委員長来局。市への義援金

届けられる。

2月5日 （日）

• 日本母親連絡会より代表が激励に来局。

2月6日 （月）

△ 

； 枠一

・携帯ボンベ配布開始する。

・舟橋市職労来局。

2月7日 （火）

• 2/11（日）は、電算の修理のため窓口業務

は休止するとのTELあり 。プレス発表もする

とのこと 。

• 第18国執行委

2月8日 （水）

• 本庁舎建物調査が10 日午後 1 時半～入る連絡

あり。

・人事課に協議を申し入れる。

02月8日 （水）付申し入れ

1.夜勤明けの翌日は、職専免とすること。

2. 1週間に最低、土耀日または日曜日のい

ずれか 1日を休ませること 。

なお、復興状況に応じ、順次休める職場

については週 2日休ませること。

3. 1月30日付の人事課長通知の取扱いにつ

いて

(1) 1の(1)について

17日に出勤した職員で家財の転倒などに

より、必要と認められる者については、本

人の申請に基づいて、 1日の特別休暇を与

えること。

(2) 1の(1)の②

職員の住居が全壊 ・ 半壊 • その他著し

い損壊を受けている場合は、本人の申請に

碁づき 、特別休暇を与えること。



} 

02月8日付．見解

1月30日付の人事課長通知の取扱いにつ

いて

1の(1)の② について

職員の住居が全壊 ・ 半壊 • その他著しい損

壊を受けている場合で、住居の解体、復l日ま

たは新住居の確保、応急措濫などを行わなけ

ればならないとき、必要な期間 （分割付与も

可）特別休暇を与えることができる。

《参考資料》

事務連絡

平成 7年 1月25日

各市（t州本市及び豊岡市除く）人事担当課長
猪名）1［町総務課長様 様 ：

：関係県民局振興担当課長

： 兵庫県総務部地方課行政係長

兵庫県南部地震の被害に伴う職員の聴務

に専念する義務の免除に関する臨時措薗

について

表記のことについて、別紙のとおり連絡が

ありましたので適切に処理願います。

なお、関係県民局振興課長におかれまして

は、管内市町あて送付の上、適切に指導願い

ます。
， 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

△ 

:.................................................. ---................. 

人事院指令14-1

平成7年兵庫県南部地震の被害に伴う職

員の職務に専念する義務の免除に関する

臨時措置について

1.当分の間、各省各庁の長は、平成7年兵

庫県南部地裳により次の各号のいずれかに

該当する場合その他これらに準ずる場合で、

職員が勤務しないことがやむを得ないと認

める時は、公務に支障のない範囲内におい

て、勤務 しないことを承認することができ

る。

① 職員の現住居が減失し、又は損壊した

場合で、職員が当該住居の復旧作業等に

従事し、又は一時的に避難しているとき

② 職員及び職員と同一の世帯に属する者

の生活に必要な水、食料等が欠乏してい

る場合で、職員以外にはそれらの確保を

行うことができないとき。

2. この指令は、平成 7年 1月24日から施行

： する。
：平成 7年1月24日

. PI 人事院総裁が 富啓之助

-----------------------------------------------------
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: 兵庫県南部地震の被害に伴う職員の職務 ： 
； に専念する義務の免除に関する臨時措置 ： 

： について

本日、人事院は、兵庫県南部地震の被害に：

伴う国家公務員の職務専念義務の免除に関す！

る措置に付いて、人事院指令14-1 （平成7: 

年兵庫県南部地震の被害に伴う職員の職務に

専念する義務の免除に関する臨時措置につい

て）を発出しましたので、参考までに急ぎ送

付します。

国家公務員については、現行制度上、地裳 ．

等により住居が減失又は損壊した場合は、 7i 
日の範囲内で特別休暇が認められていますが ・

今回の地震の規模にかんがみ、次の要件に該当

する場合には、それに加え、公務に支障のない

範囲内において職務専念義務を免除する事を認；

める臨時措置を講じようとするものであります。：

① 職員の現住居が減失し、又は損壊した

場合で、職員が当該住居の復旧作業等に

従事し、又は一時的に避難しているとき

② 職員及び職員と同一の世帯に属する者

の生活に必要な水、食料等が欠乏してい

る場合で、職員以外にはそれらの確保を

行うことができないとき。

③ ①及び②に準ずる場合

（注）以上のほか、現行制度上、地裳等 ＇

により通勤が困難である場合には、必要

と認められる期間、特別休暇が認められ

△ 

“1呻一如旧峠一］

ている。

なお、今回の国家公務員における措置は、

兵庫県南部地震が関東大裳災以来の大惨事と

なっている実情にかんがみ、住居を滅失し、

あるいは水、食料等の著しく欠乏している職

員に対し、極めて例外的に職務に専念する義

：務の免除を認め る趣旨のものであります。 し

：たがって、地方公共団体において同様の措置

を講ずる場合にはこの点に十分留意されると

ともに、災害復1日等における地方公共回体の

果たすべき役割の重要性をふまえ、復旧状況

・等を勘安しつつ、公務への支障がない範囲で

：適切に措置されますようお願いします。

• あわせて、この旨管下市区町村に連絡頻い

iます。
!........................................................ _________________ ; 

・職員の仮眠休息場所を議会2階で開始したと、

人事部長より報告あり。

・自治振興会係長に宿泊所の補助、入浴券の補

助について再確認する。

・管財課に、水道の通水と仮設の高架水槽の設

置を求める。

管財は、試験通水をして水淵れ確認の上、ど

うするか確認しているとのこと。

・職員厚生課長発の職員被災状況調査の通知文

が届く 。

2月9日 （木）

• REO の佐藤氏から建物調査は13 日の午後に

してほしいと の連絡あり 。

• 安対職場から嘱託職員の特休の無給について、



なんとかならないかと申し出あり。

2月10日（金）

・市民課職員より清掃が不十分なので何とかし

てほしいと申し出あり 、管財課にその旨伝える。

・保育課に17日を休暇処理されている保育所職

員がいる ことで対処を求める。

・職員課長から協議の申し出あり。

当局（人事部長、職員課長）

0超勤

当局… • 超勤の支給はやむを得ない考え

• 神戸•••当初のニュアンスがトーン

ダウンしている。

・ 芦屋 •払う方向だが、 2 月支給は

できない。

• 1月分の通常超勤は 2月に支給し

たい。

・災害にからむ超勤は 3月議会にか

けて補正を組んだ後で支給したい。

組合…当初、 当局として大丈夫だと言っ た

ことだ。了解できない。

0特勤

当局…まだ結論が出ていない、引き続き検

討したい。

組合…払えないことも含めてか。

当局・・・そういうことも含め、検討している。

組合 •通告と 言 うことか。 そんな話は聞け

ない。

・鳴尾公民館の吉田苓夫さんの訃報が届く 。午

後3時55分死去。

・拡大4役 ・専従会議開 く

心

• PM10～当局と 「超勤 • 特勤」で緊急の交渉

を持つ。

（当局…局長、人事課長）

0:30 当局タイム

1:30 折衝再開

2:00 交渉終了

2月11日 （士）

・当局より協議の申し出

当局（総務局長、職員課長、人事課長）

当局•••① コンビューターの処理上、分割が難

しい。苦應している。

② 市としてこうするとの、はっぎりし

た指示を下ろさざるを得ない。

どういう方法がいいのか、流すのがいいのか、

検討している。

当局… • 3 月議会は 3 月 24日か25 日最終

• 3月20日に一般超勤は出せる。

• 2月の災害超勤は、3月24日または25日に別

封筒になるだろう。

組合…組合としては災害超勤は 2分の 1出

せと言う考えは変わりない。

組合…嘱託の特休の保障についてはど うか

当局…制度としてないなか、市職員と同じ

扱いはむつかしい。

・都職労板橋支部が見舞いに来局。

2月12日 （日）

• 四日市市職労からミカン35箱届く 。 委員長が

対応。

※ 夜勤者の夜食、保育所、出先職場に屈ける。

・大津地域労連事務局長来局。



2月13日 （月）

・管財課長より庁舎事務所移転の説明を受ける。

当局・・・管財課長、管財課補佐、人事部長、

職員課長

0庁舎事務所移転の件

0本庁舎暖房の件

・教委ビルは近々可能で、点検している。

• 本庁舎は目途がたたない。 煙道が損傷

…2か月の工事期間

当面、各職場に電気スト ープを臨時配

線しておく考えだ。

灯油式は、換気の問題があって使わな

い方向だ。

• 中病 ・ 総務課長に給食室の特休の取扱いで、

総務として指示したのか、所属長が特休 を認め

ているのに、どこがストソプをかけているのか

調べ、報告するよう求める。

• 本庁舎建物診断結果出る 。

本庁舎の安全性の問題で、 13日、市職労

の依頼に答えて新建築家技術者集団の構造

の専門家をはじめ、複数の技術者が本庁舎

1 Fから 8Fまでを調査しました。

調査結果は次のとおり。

1. 7 Fは今後の余震次第では、陥没する恐

れがある。

2. 5 F以下については、6F以上を切り取

ったうえ、エポキシ樹脂の注入その他の必

要な補修を行えば、もとの耐力の復元が期

待でき、使用可能となる見込み。

△ 

“'→ 輛枠 、

3. 2の措置をとるまでの間、万一、余震等

で7Fが陥没しても、 5F以下が崩壊する

恐れは極めて少ない。その場合でも、 7F 

から飛び散るコンクリート片、ガラス破片

等が本庁舎周辺の市民、職員、ボランティ

アの頭上に落下し、大きな被害が出ること

が予想される。 したがって、早急に、万一

の場合を想定した飛散防止のため、本格的

な措置 （解体工事ができる程度のもの）を

とるべきである。

・根室市労連から缶詰1.056缶屈 く。

2月14日 （火）

・当局との協議

当局（人事課長、職員課長、職員課補佐）

① 特休の取扱いについて

当局••国の基準 7 日に碁づき、暦日の 7 日

で、市として分割して 5日間取得を

可能とした。

組合…さかのぱって取得可能か。

当局・・・可能。

組合…病院の給食室などいろいろ問題が起

こっている。当局責任で総括課長会

議を緊急に開くなどして、趣旨を徹

底せよ。

当局…総括課長 （課長補佐も含め）会議を

持ちます。

② 2月分給料の取扱いについて

当局…別文書で徹底する。

組合…学校調理員の給食特勤が出ないと聞



いている。出すべきだ。

・簡易給食は、正規調理員で対応と

のことだが、全庁的に嘱託 ・アルバ

イトも含めた救援 ・復旧体制をとっ

ているのに、働くなという対応はお

かしい。統一し た対応になる よう指

罪せよ。

③ リフレ ッシュ休暇 ・指定休について

• 第17回執行委

・入浴券の斡旋結果

・販売期間… 2/3-2/14 

・販売枚数

尼崎 13,100枚

西宮 4,000枚合計 17,100枚

・東口旅館の斡旋結果

・期間・・・ l /29-2/8、11日間

• 利用人数…男51人、 女 6 人 、 計57人

・支払額・・・297,500円

(1泊2、500円x延べ119人）

・携帯ボンベの配布 (6、480本）状況

・期間・・・2/ 6 -2 /14 

・配布本数…6,267本 (2,089セット）

現在残…213本 (71セット）

2月15日（水）

・市議会本会議傍聴

・管財課長から職員会館5Fの使用について返

事を求められ、やむを得ないが了承すると答え

る。

また、 6~ 8 F職場の引っ越しに伴い、私物
の取り出し等で組合と協議し たいとの申し出あ

△ 

り。組合としても、建物診断結果に基づく 申し

入れを行うと伝える。

• 自治労連臨時大会開催され、老人ホーム労組

代表と代議員3名が参加する。

・厚生省への申し入れ行動に 1名参加。

2月16日 （木）

・当局 と協議

当局（人事部長、職員課長、管財課長、管

財課補佐）

〈組合からの申し入れ〉

02月16日 （木）付申し入れ

1995年2月16日

西宮市長馬場順三様

西宮市教育長山田知様

西宮市職員労働組合

執行委員長 浜崎克巳

本庁舎はじめとする市施設の安全性の問

題についての申し入れ

連日の災害復興目指しての奮闘に心から敬

意を表します。

さて、本庁舎の安全性の問題では、市職労

は、 1月25日付第 2次申し入れで「二次災害

を防止するため、対策本部の設置されている

本庁舎や仮設住宅の受付をしている市民会館

はもとより、中央病院や各避難所など、市民

や職員が終日避難生活や仕事や出入りをして

いる建物が安全かどうかの診断を侵先させ、



調査済
（応急危険度判定結果）

この建物を応急に調査した結果、
大きな被災は見当たりません。

口 墜

早急に調査をし、対策をとることd と早急な

対策を求めてきました。

また市職労は、本庁舎の安全問題で専門機

関による責任ある調査結果を出すよう要求し、

市としての調査に基づく見解が2月 1日に示

されたところです。

それに対し市職労は、第 3者機関の調査も

受けるべきだと、 『新建築家技術者集団』の

建築構造専門家をはじめ、複数の技術者に依

頼し、本庁舎1階から 8階まで調査しました。

調査結果は次のとおり 。

1. 7階は今後の余震次第では、陥没の恐れ

がある。

2. 5階については、 6階以上を切り取った

うえ、エポキシ樹脂を注入、その他の必要

な補修を行えば、元の耐力の復元が期待で

き、使用可能となる見込み。

3. 「2」の措置をとるまでの間、万一、余

震などで7階が陥没しても、 5階以下が崩

壊する恐れは極めて少ない。その場合でも、

7陪から飛び散るコンクリート片、ガラス

破片などが本庁舎周辺の市民、職員、ボラ

ンティアの頭上に落下し、大きな被害が出

ることが予想される。 したがって、早急に、

万ーの場合を想定して飛散防止のため、本

格的な措置 （解体工事ができる程度のもの）

を取るべきである。

以上の結果をふまえ、市職労として次の

とおり申し入れます。

記

△ 

l--

1. 7 Fが崩壊した場合、コンクリート片、

ガラス破片などが相当程度、地上に落下す

ることは避けられない。し たがって、ただ

ちに上記の『新建築家技術者集団』の見解

「3」にあるような本格的な飛散防止措置

をとること。

2. 『新建築家技術集団』の見解の要旨は、

5階以下については 6階以上を切り取って

1階から5階の補修を行った場合にのみ、

従前と同様の耐力の回復が期待できるとい

うものであり 、現状を放置しておいても安

全ということではない。したかって、これ

らの補修工事が終了するまでの間、職員 ・

市民の本庁舎への立 ち入りを禁止し、その

間は第 1.第 2駐車場など、現庁舎近辺に

仮設庁舎を早急に建設して対応すること。

3.市役所庁舎は、本来災害復旧の拠点とし

て重要な役割を果たすべきものである。 し

たがって、今後の長期にわたる復旧対策及

び新しい街づくりの拠点として、防災対策

の観点を充分取り入れた第 2庁舎を早急に

建設すること。

また、そのためにも、庁舎周辺整備計画

を新たな事態に対応するものに早急な見直

しを行うこと。

4.本庁舎以外にも、業務第 2課の庁舎に被

害が出ていることが報告 されている。業務

第 2課の庁舎については、早急に仮設庁舎

を建設すると共に、その他の全ての市施設

の診断を早急に実施し、その結果を公表し、



それぞれに必要な対策を至急行うこと。

5.市が依頼して実施した （財） 日本建築総

合試験所の本庁舎被害調査の報告書をただ

ちに公表すること。また、その他の調査結

果があれば、すべて公表すること。

組合・・・・ 竹中工務店が何故また 7階の補修を

するのか。また儲けようというのか。

・調査団によると、コンクリー トの打

ち方が悪い、柱のコンクリ ー トが床面

まで届いていない、選管の前の鉄筋が

少ない。

当局…・ 業務2課は、失対跡と職安に貸してい

た2階建ての部分に移転するよう準備

している。車の台数が少ないので、既

存の駐車場も使う 。何時からかは、現

場に任せている。

• その他の庁舎は緊急に処置が必要な

ものはない。

・教委ビルの柱が1本痛んでいるが、

補修していく 。

組合…職員会館利用に当たっては、将来につ

いて本庁舎などの組合利用ができるよ

う念書（文書）を出すように。

当局…組合要求の「飛散防止策」については、

近々工事にかかる予定。

〈管財からの申し入れ〉

02月16日付．管財課通知文

△ 

平成7年 2月16日

6 • 7 • 8階の移転作業実施要綱

1.目 的

今固の震災により損傷を受けた本庁舎維

持のために 6階以上の載荷荷重の軽減を図

るとともに、業務に必要な書類などの搬出

を行う。

2.日程

(1) 6 ・ 7 ・ 8階の補強工事完了 2/20

(2) 私物の収納 2/21 ・ 22 

(3) パッキング 2/22-3/3 

(4) 移転作業 2/26-3/16 

3.搬出物

・机、 イス

・書類

・ロッカー、キャビネット等

※ 不要の書類及び破損した備品類は、廃

棄物として残しておくこと。

4. ヘルメットの着用

6 ・ 7 ・ 8階への立ち入りの際は、全員

ヘルメットを着用のこと。 （管財課で準備）

5.作業手順

(1) 私物の収納

2 /21 ・ 22の 2日間に 1時間程度各課

ごとに私物の収納を職員が行う。安全対

策として、建物測定を行い建物の状況を

把握し、危険防止を図る。 （軸力計 ・傾

斜計 ・ひずみ計）



(2) パッキング （害類の箱詰め）

専門業者の作業員

なお、指示者として課 2名の職員が作

業指示を行う 。

(3) 移転作業

① 8 ・ 7 ・ 6陪から本庁舎横のリフト

下及びエレベーター 1階まで業者によ

って搬出する。移転作業の監視として

課 2名が立ち会う 。

② 本庁舎横のリフト及びエレベーター

1階から各移転先まで運送業者に搬送

させ、移転先に職員が待機し、収納作

業に立ち会う。

6.その他

(1) 仮設事務室及び仮設庁舎の専用面梢が

限定されることから、この際不要書類、

不要物品は極力廃棄のこと。

(2) 詳細日程については、後日総括課を通

して連絡します。

各位

平成 7年2月16日

管財課長

暖房に伴う電気配線工事について

このたびの兵庫県南部地震による本庁舎の

暖房設備も被害を受け、復旧するまで相当の

日数を要する状況となっております。

ついては、応急的な措瞑と して、事務室の

△ 

1- - ［ 

1スパーンごとに電気ストープ1台を配置す

ることとし、下記の日程で配線工事を実施し

ますので、お知らせいたします。なお、電気

ストープは、管財課で用意します。

また、教委ビルの暖房設備については、被

害が少なく、現在点検補修作業を実施してお

り2月17日から段階的に暖房運転を開始する

予定です。

本庁舎 1--...21陪

本庁舎 3階

本庁舎 4階

本庁舎 5階

本庁舎B1 

及び議会棟

02月16日付 ・通知

各所屈長殿

記

配線工事 送電予定日

2月17日～20日 2月23日

2月22日～23日 2月26日

2月23日～24日 2月26日

2月24日～25日 2月27日

2月20日～22日 2月24日

平成 7年 2月16日

人事課長

リフレッシュ休暇の付与期限の延長等に

ついて （通知）

兵庫県南部地震の発生により各所属の業務

が繁忙を極め、リフレッシュ休暇及び指定週

休を年度内に取得することが困難にな ってい

ることを考慮し、リフレッシュ休暇の付与期

限及び指定週休の振り替え可能期間を下記の

とおり延長することとしましたので、通知し



ます。 なお、各所属長におかれましては、該

当職員のリフレッシュ休暇及び指定週休の取

得について、 十分配慇していただくようお願

いします。

記

I リフレッシュ休暇の付与期限の延長

1.平成 5年度はたは 6年度にリフレッシ

ュ休暇を付与され、その付与期間が平成

7年 3月31日とされている職員で、次の

いずれかに該当するものについては、そ

の付与期限を平成8年 3月31日まで延長

する。

(1) 平成7年 2月16日現在、未だリフレ

ッシュ休暇の申請をしていない職員

(2) 平成7年 1月17日現在、既に同日以

降の日についてリフレッシュ休暇を承

認されていたが、同日の震災発生によ

り、その承認を受けた日に出勤し、ま

たは特別休暇の承認を受けたためにリ

フレッシュ休暇を取得できなくなり、

又は実質的にその日数が減じられた職

員

(3) 平成 7年 1月16日以前の日から同月

17日以降の日にかけてのリフレッシュ

休暇を承認されていたが、同日の震災

発生により同日以降出勤し、又は特別

休暇の承認を受けたために、実質的に

リフレッシュ休暇の日数が滅じられた

職員

2.延長の対象となる日数は、次のとおり

△ 

とする。

(1) 1 (1)に該当する職員

その付与日数の全日数

(2) 1 (2)に該当する職員

① 承認を受けた全日数について

その全日数

取得不可能となった場合

その滅じられた日数

② 承認を受けた日数の一部が減じら

れた場合 その減じられた日数

(3) 1 (3)に該当する職員

その滅じられた日数

II 指定週休の振替可能期間の延長

従来、指定週休については、特に公務の

都合上必要な場合には、年度内での振替を

認めていたところであるが、平成 7年 1月

17日から同年3月31日間での間に指定され

ている指定週休に限り、災害業務等の都合

上必要な場合には、平成 7年 6月30日間で

の日に振り替えることができるものとする。

さらに、平成7年 1月16日以前の指定週

休を同月17日以後の日に振り替えていた場

合についても、平成 7年 6月30日までの日

に振替え直すことができるものとする。

注 なお、このIIの取扱いができるのは、

当該指定週休日又は振替休日に出勤した場

合に限られます。



総務課長 殿

平成 7年 2月16日

人事課長

平成7年2• 3月定例給与の支給について

このことについて、下記のとおり取り扱い

ますので、各所属長を通じ職員に周知してい

ただきますようお願いいたします。

1.支給日

(1) 2月定例給与

(2) 3月定例給与

2.支給内容

(1) 2月定1列給与

記

平成 7年 2月20日（月）

平成 7年 3月20日（月）

2月定例給与では職員手当などのうち、

1月31日までにおこなった災害対策の超過

勤務に係る手当について、予算措耀などの

面から超過勤務時間数などの1/2（小数点以

下の端数は切り上げ）を計算の基礎として

算出した額などを支給することとし、残額

は3月定例会における補正予算成立後に支

給します（ただし、議決の日が定例給与支

給日までの場合は定例給与支給日に支給し

ます）。

なお、給料及び上記以外の手当につきま

しては例月どおりの支給とします。

(2) 3月定例給与

職員手当などのうち、2月中におこなっ

た災害対策の超過勤務に係る手当について

は、 3月定例会における補正予算成立後に

△ 

馴-欝砕胴…-

以

支給します（ただし、議決の日が定例給与

支給日までの場合は定例給与日に支給しま

す）。

なお、給料及び上記以外の手当につきま

しては例年どおりの支給とします。

上

2月17日（金）

・管財課長より本庁の暖房の件で局長会議に文

書を出したと電話あり 。 1階ロビーには灯油ス

トープを設置の予定とのこと。教委ビルは17日

から試験運転する。

・自治労連愛知県 ・新川町職労より 、保育所組

合員に激励メッセージと救援物資が届けられる。

• 世田谷区職労、豊橋市職労来局

2月18日（士）

・兵庫労連 ・労働問題研究所の震災シンポジウ

ム開かれ 3名が出席。

2月19日（日）

• 長野県佐久市職労より支援のリンゴ 1 箱が届

く。

2月20日（月）

・中病 ・給食室の件で「その後どうなっている

のか」と問い合わせあり。

中病総務課長に連絡したところ、返事が遅れ

たことを詫び、明日 (21日）の午後にも医事課

長とともに書記局を尋ねたいとの返事あり 。

・自治振興会係長に見舞金制度の案を事務局と

して出すよう求める。

・小金井市職労の炊き出しを春風公民館に依頼



する。

2月21日 （火）

・嘱調組が教委に団交申し入れる。

・教委人事課長から 3月6日から順次通常の給

食が始まると連絡あり。

• 第 18回執行委

・兵庫県職県庁支部書記長来局

2月22日 （水）

・支部代表者会議開催…自治労連共済及び見舞

金の件で説明

・老人ホーム労組の春闘要求内容を協議する。

• 和歌山市水道労組、京都府・市職労来局

2月23日 （木）

・中病総務課長から、医事課長が風邪で倒れて

いるため、給食室職員の件は後日調査して報告

するとの連絡あり。

2月24日 （金）

・現業支部執行委

・自治体問題研究所より、西宮市職労としての

レボート提出の要請あり。

• 当局に最低 1 週間に 1 日の休暇確保などで申

し入れる。

02月24日（金）付申し入れ

1995年 2月24日

西宮市長馬場順三様

西宮市職員労働組合

委員長浜崎克巳

△ 

職員の健康と家庭生活を守るために、職

務の効率的な配置と職場の意見を充分汲

み上げることを求める申し入れ

阪神大裳災の災害復興に向けてのご奮闘に

心から敬意を表します。

さて、被災以来約40日、市職員はその本来

の責務を果たすべく、自らの健康と家庭生活

をも犠牲にして、不眠不休の暫闘を続けてい

ます。

しかし、この間、当局の不適切な判断の続

発により市民に多くの迷惑をかけています。

職員も、不必要な労力を費やさせられるうえ、

市民からの激しい非難を沿びています。

最近の被災証明や災害援護金、義援金など

をめぐるトラブルの多発はその典型的な一例

です。

今後も、特に福祉関係や住宅関係で引き続

ぎ大規模な作業がひかえている他、従来から

年度末の異動期に特に忙しくなる職場 （市民

課）などでも、例年の数倍の市民の来庁が予

想されます。

このような事態に対応するためには、官僚

主義的発想を捨て、市民を信頼し、現場の職

員の意見をよく聞いて、最も効率的な職務の

遂行と職員の配鷹を求める必要があります。

※ 当局より 2/22現在の本庁職場の土曜日体制

の資料出る。



土曜日体制調べ (2/22) 

市民課 1/2体制、2/11までは全員

医療助成課 2人体制 （係ごと 1人）

年金課 4人体制（国年2十給1十管）

国保課 8人体制 (1/4体制）

市民相談課 3人体制

会計課 管理職体制

市民税課 2人体制

税制課 2人体制

納税課 3人体制

2月26日 （土）

・京都総評 ・自治体闘争委員会主催の「自治体

要求 ・運動交流集会」に出席し、現地報告をす

る：

2月27日 （月）

・自治体問題研究所より依頼のレボート提出

・中病総務課長、医事課長が来局し、善処を約

束。

・職員課長に18日以降の特休について、すでに

6日以上取得した者に、後で出た 5日の特休が

取得制限のようにうけとられている。整理する

よう伝える。

職員課長は、本庁では 6日以上取得した例は

ない、整理すると返事あり。

・小金井市職労より 2名がボランティアに来局。

・職員支部執行委

・兵庫自治労連執行委

2月28日 （火）

△ 

“・ロ輛判叩--

・瓦木支所組合員よ り、被災証明の発行 ・義援

金支給の事務を当初3月1日から支所でするこ

とになっていたのに、今日になって急逮中止に

なった。 どうな っているのかと電話あり 。

・自治労連愛媛県本部から「ポンカン」 100箱

が届く 。

・教委人事係長から、特休は内容のチェックで

指示している。厖日で7日の認識は していると

返事あり。

• 第19回執行委

① 「災害復典に係る職員派遣の必要人員に

ついて（照会） 」の取扱いについて

② 被災者証明発行と義援金支給などについ

て、朝令暮改の当局姿勢を改めさせ、現状

を見直し、 「地域防災計画」に立ち戻っ て、

救援業務の再割り振りをするよう求める こ

とについて

③ 「永年組合員を送るタベ」（案）

日時 3月23日 （木）18:00~ 20 : 00 

場所 甲子園都ホテル ・愛宕の間

次第 18:00 開会

18:05 執行委員長挨拶

18:10 感謝状・記念品贈呈一代表一

18:20 乾杯

18:30 参加者のカラオケ大会

歓談

20:00 閉会

3月 1日 （水）

・当局と協議

03月1日（水）付口頭申し入れ



1. 3月から土曜日の市民課等の窓口を閉め

ること

2.園からの派遣職員は受け入れるな

3.住宅部への応援体制をとれ

4.振興会の見舞金を市からの補助も受け、

他市と遜色ないように支給せよ

当局（人事部長）

当局・・・3月から本庁窓口を土 ・日閉めることを甚

本とする。 3月の第 2週を目途とするよう、

局長会議で提起する。

組合…被災証明と連動して市民課窓口を開け続け

ることはない。窓口を閉めむしろ応援に出

るのが筋だ。局長会議で早く結論を出せ。

当局••国からの派遣職員受入条件について正式文

書が届いている。

組合• ••派遣職員の給料や住宅確保を市に持たせる

など許せない。西宮市は受けるな。

組合…住宅部が大変だ。 体制をとれ。

当局…住宅部への応援体制はとっている。

当局…自治振興会の災害見舞金は10｛意を越えそう

だ。基金は 6億ある。

組合• ••他の市では共済から給料の 3 か月以上出る。

西宮で出ないとなれば振興会の存在そのも

のが問われる。

△ 

〈参考資料〉
.................. 

事務連絡平成 7年 2月23日：

関係市人事課長様

淡路県民局振典課長

兵庫県総務部地方課行政係長

災害復興に係る職員派遣受け入れの準備

について

: 4月以降の標記の中 ・長期の職員受け入れ{

；については既にご準備いただいているところ：

iですが、なお下記の点に十分配應されるよう：
；お願いします。

i おって、淡路県民局におかれては、
：係長（北淡町）あて連絡願います。

記

1.留意事項

(1) 派遣の形態等について

管内関

① 4月以降の職員派遣については、そ ．

の期間が最低でも 1か月超となること ：

から、地方自治法252条の17に基づく ：

職員派遣となり、同粂の規定により、 : 

派遣職員は派遣元 ・先の両方の身分を ・

併わせ持つ (1井任）こととなるほか、

その給料及び手当（退職手当を除く ）

は受け入れ団体（派遣先）において負

担することとなります。

② 派遣協定書（案）については国にお

いて準備中であり、近日中に情報提供

します。
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③ 派遣数は未定です。今後、適宜予算：

措置が必要となる点にご留意願います。i
④ 受け入れに係る給料等の負担につい ；

ては、 「財政上支障がないよう万全を

期す」旨、自治大臣が国会において答

弁済みです （別添 1)が、その内容に

ついては現在未定です。

(2) 定数条例について ： 
地方自治法に基づく派遣職員は、受け ；

入団体（派遣先）の定数条例において所 ；

要の措置を講ずる必要があります。 （別

添 2)

(3) 受け入れ環境の準備について

今回の職員派遣要請は、国を通じ全国 i
の自治体に対して行われており 、 どの地：

域から派遣申し出が出てくるか現時点で：

は不明ですが、受け入れ職員の住居の確：

［ 保等、現実の受け入れにあた って支障が ！

： ないよう必要な準備をできるだけ事前に：

： 進めておくことが必要です。 ； 

: 2.問い合わせ先 地方課行政係 （田中） ； 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・' 

:.．．．．．---------------• -Oー・------------------------------------

： 平成 7年 2月10日［
！関係市災害対策本部長（人事課扱い）様 i 
i淡路県民局地方災害対策本部長（振興課扱い） ； 

兵庫県災害対策本部（地方課扱い）

兵庫県災害対策本部 （地方課扱い）

兵庫県南部地震に係る災害復興業務につい

Ii肝呻一利阜”'-

て、中 ・長期的な職員派遣の必要人員を把握；

したいので、下記によりご報告下さい。 ； 

ぉって、淡路県民局におかれては、管内市[

町村分をと りまとめの上報告願います。 ： 
記 ，

1.調査の趣旨 i 

中 ・長期的な人的支援のあり方を検討す !

る参考資料とするため

2.報告様式 別紙様式のとおり ； 

3.留意事項等

(1) 照会の区分は、派遣を求める期間等に ；

より 3パターンです。

① 今年度内 (3月 1日以降3月末日ま

で）の派遣を求めるもの

② 来年度以降、派遣を求めるもののう

ち、

（イ） 同一人の継続派遣を求めるもの ： 
（口） 随時、職員の交代が可能であるも ；

の

(2) 別紙派遣要請例を参照の上、職種 ・人 ；

数 ・期間 ・事務内容を具体的に記入して '

下さい。

! (3) すでに確保の見込みがついている人員

： を含めるとともに、その場合には必ず備

； 考欄に明記して下さい。

l (4) 現在、 10日間のク ールで進めている災
； 害応急業務の人的支援については、今後

： も当分の間同様に行います。

i 4.報告期限平成7年 2月15日（水）
: 5．報告先 地方課行政係（田中）

'・・----------・・・・-・ー・・・・-・-・-・------・・・・・・・・・ー・・・-----―ー・・・・・ー・--・・・-・----

△ 



3月2日 （木）

・住宅改良事業部から、市職労ニュースの内容

に異義の申し出。

3月3日 （金）

・住宅改良事業部の中央委員、組合員 3氏が来

局。

・共済組合会 (P.M.2～大会議室）開かれる。

3月5日 （日）

・サンケイ新聞が「特勤」で取材に来局。

3月6日 （月）

・当局と協議

当局（職員課長、職員課補佐、行政部長）

※行政部長より平成 7年4月の組織改正につい

て説明される。

03月6日（月）付口頭申し入れ

1.まだ土曜閉庁にな ってない。第 2週から

閉めよ。

2.福祉や住宅への応援体制をさらに強化せ

ょ。

当局…土曜日の閉庁については、市民局長か

ら両助役に話している。

助役は 「しかるべき段階になれば」

との見解だ。

組合…被災証明書の発行と連動して市民課窓

口を開けるのはおかしい。証明書発行

だけにとどめ、窓口を閉鎖し、むしろ

その人員から応援に回せばいい。

3月いっぱいはだめ。第2週から閉

△ 

めるべきだ。

当局…対策会議に伝える。

組合•••福祉や住宅部への応援体制をさら に強

化せよ。

・兵庫自治労連 4役会議

3月7日（火）

・自治労連「裳災緊急シンポジウム」（東京）

1名出席

・自治労連医療部会幹事会 （京都） ・・・ 1名出席

• 第20回執行委

3月8日（水）

・医療助成課から当局に対し、「プロジェクトチ

ームの辞令を凍結し、人選の再検討を要望する

薯名」がでる。

3月9日 （木）

・住宅改良事業部の職場集会に出席する。

3月10日（金）

• 当局と協議

当局（総務課長 ・人事部長 ・人事課長 ・職員

課長）

組合…市民課等の窓口をいつまで土曜開庁し

続けるのか。

当局…3月11日は開庁することに 3月9日の

対策会議で決定した。

組合…3月11日を最終にし、以後は閉庁せよ。

組合••本米業務への体制、考え方を明確にせ

ょ。特に現在の体制は福祉の切り捨て ・

置ぎ去りにな っている。住宅問題の西

宮市としての独自の政策 ・見解を示せ。

※当局より建設省からの派遣について説明



当局•• •建設省本省の課長補佐(40オ前）、待遇

は局長級、住宅を準備する、名称は技

官か理事、所属先は未定、期間は4/

1 ~5~6年を目途。

〈目的〉 ① 都市復典局、建設局、土

木局の指導 ・助言

② 補助業務の円滑化「内部

の人材不足でなく国とのパ

イプ役」

組合…期眼切れ以後も、国のポストとして押

し付けられたらどうするのか。

・期限の問題は、今回限りとの文書出

せ。出せるのか。

当局…文書は書けないが、 5 ~ 6年後に継続

のようであれば、組合と話し合わなけ

ればならない。

組合…組合としては反対だ。

3月13日 （月）

・教委人事課長が来局し、退職用務員の問題で

協議

0退職者の後は正規を補充する。

0フリーの用務員を教委直属にし、避難所の

整備担当にする。

0長期欠勤者はアルバイ トで補充する。

0退職者は本庁も含め再雇用先を探す。

・職員課長より、市長以下特別職の報酬滅額に

ついて連絡あり。管理職手当も含め、職員は減

額はないとのこと 。

・兵庫自治労連執行委

3月14日（火）

△ 
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・仮設の職員会館で、再開発と打ち合わせ

・当局と協議

① 「特勤」について

② 庁舎問題

③ 自治振興会の給付について

・ 「避難住民が1日も早く仮設住宅に入居でき

るよう民有地の活用などを求める申し入れ」を

する。

03月14日（火）付申し入れ

1995年3月14日

西宮市長馬場順三 様

西宮市職員労働組合

執行委員長浜崎克巳

避難住民の方が1日も早く仮設住宅に

入居できるよう民有地の活用などを求

める申し入れ

1月17日の地震発生の日からまもなく 2か

月が経とうとしています。市職員の寝食を忘

れた必死の努力にもかかわらず、仮設住宅の

建設は、様々な困難に遭遇し、今なお8千人

の市民が、環境の悪い体育館などでの避難生

活を余儀なくされています。

西宮市職労は、現場で奮闘する組合員の意

見をもとに、仮設住宅の建設に対して、次の

4点を申し入れます。

避難住民の方の、仮設住宅入居が1日でも

早く実現するよう 、貴職がこの申し入れを真

剣に検討され、検討結果を私たちに示される
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よう強く求めます。

記

1.現時点における災害復旧対策は、なによ

りも仮設住宅の建設を最優先し、入居を希

望する者については、住み慣れた地域で全

員が入居できるように、企業所有地を含め

民有地を積極的に借り上げるなどして建設

を促進すること。

2.またこの間、被災地のうちで貨貸住宅等

に入居した者や、今後入居する者に対し家

貨補助等の支援を行うとともに、無利子 ・

低利の融資を行うこと。

3.従前居住していた個人の所有地や借地に

も、希望者には公費で個人用の仮設住宅の

建設を行うこと。また住宅建設の助成を行

うこと。なおその際、中 ・小の自営業者の

店舗付住宅についても同様に措置すること。

4.以上の点は、 国がその責任で実現するよ

う働きかけるとともに、国が実行する前で

も、市単独で実行すること。

• 第21回執行委

3月15日 （水）

・職員課長より閉庁問題で連絡あり。

0土曜閉庁は 4月からにしたい。

0被災証明は 3/22から再開し、本庁 ・支所

も開けるが4月から閉庁。

0 3/21は閉庁する。

・兵庫自治労連単組代表者会議 （尼崎中小企業

センター）

3月16日 （木）

・市議会本会議傍聴する。

以 上

△ 


